
和歌山市こども未来ギフト事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子の出生に対し、出産祝い品を贈呈することにより、すべての子供たちの

健やかな成長を願うとともに、未来を応援するため和歌山市こども未来ギフト事業を実施する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（贈呈対象者） 

第２条 出産祝い品の贈呈を受けることができる者は、出生により本市の住民票に記録された子

（以下「対象児」という。）と申請時に同じ世帯に属する者で、当該子の出生から起算して１

年以内であること。 

第３条 出産祝い品の贈呈を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次項に規定する

申請書の持参若しくは郵送又は第３項に規定するオンライン申請（行政機関等の使用に係る電

子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、申請等をする者の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請をいう。以下同

じ。）を行うものとする。 

２ 申請者は、申請書の持参又は郵送を行う場合にあっては、和歌山市こども未来ギフト贈呈申

請書（別記様式第１号）により申請しなければならない。ただし、対象児が既に転出し、他市

町村への転入手続後、再度住民票の異動手続をしている場合は、申請者と当該対象児が同一世

帯であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。  

３ 申請者は、オンライン申請を行う場合にあっては、本市が設けた専用の入力フォームに次に

掲げる事項を入力し、送信しなければならない。ただし、対象児が既に転出し、他市町村への

転入手続後、再度住民票の異動手続をしている場合は、申請者と当該対象児が同一世帯である

ことを明らかにすることができる書類の画像情報を添付しなければならない。     

（１）申請者に関する事項 

ア 郵便番号 

イ 住所 

ウ 氏名 

エ 電話番号 

オ 出産祝い品の届け先 

カ 次の（ア）から（カ）までに掲げるいずれかの書類の画像情報の添付  

（ア）運転免許証 

（イ）マイナンバーカード（表面）  

（ウ）パスポート（顔写真ページ）  

（エ）在留カード（表面） 

（オ）申請者本人であることが確認できる公的書類を２点  

（カ）アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（２）対象児（前条に規定する出生により住民票に記録される子をいう。以下同じ。）に関する

事項 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 出産祝い品の種類 



４ 第１項の申請は、対象児１人につき１回とする。 

（贈呈の決定等） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、出産祝い

品の贈呈の可否を決定するものとする。  

２ 市長は、出産祝い品を贈呈することを決定したときは、申請者に対し出産祝い品を発送する

ものとする。 

３ 市長は、出産祝い品を贈呈しないことを決定したときは、和歌山市こども未来ギフト不贈呈

決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

（不着の場合の取扱い） 

第５条 申請のあった届け先に出産祝い品を発送したにもかかわらず、申請者に到達しない場合

は、当該申請は取り下げられたものとみなすことができる。 

（支給を受ける権利の譲渡又は担保の禁止）  

第６条 出産祝い品の贈呈を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。  

   附 則 

１ この要綱は、令和６年７月３日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日以前に出生した対象児

については、この要綱の規定は、なおその効力を有する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年３月２６日から施行する。 

    

附 則 

 この要綱は、令和８年３月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第３条関係） 

 

和歌山市こども未来ギフト贈呈申請書  

 

                                  年  月  日 

 

（宛先）和歌山市長  

                        

郵便番号 

住  所 

 

申請者  氏  名（自署）  

              

                       電話番号 

 

 和歌山市こども未来ギフト事業実施要綱第３条の規定に基づき、次のとおり出産祝い品の贈呈

を申請します。 

 

 ふりがな 

対象児氏名 

 

対象児生年月日        年    月    日生 

出産祝い品 

 

 

 

 

 

出産祝い品の届け先 

※申請者の住所以外の場所に  

届ける場合のみ記入  

 〒 

 

●和歌山市こども未来ギフト事業の申請に関して、次の（１）及び（２）について同意します。  

 

（１）自身の属する世帯に係る住民基本台帳記載事項を市が確認すること 

（２）出産祝い品の配送のために必要な個人情報を業務の受託者に提供すること  

 

 

 

 



別記様式第２号（第４条関係） 

 

第  号 

  年  月  日 

 

          様 

 

和歌山市長       印  

 

 

 

和歌山市こども未来ギフト不贈呈決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった祝い品の贈呈について、次の理由により贈呈しな

いことに決定したので、和歌山市こども未来ギフト事業実施要綱第４条の規定により通知します。 

対象児氏名 
 

対象児生年月日       年    月    日生 

出産祝い品  

不贈呈の理由 

 

 


